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 （２）学校給食費の改定について  

令和５年１月から３月まで、中学校給食費取扱い基準 １－（３）教職員等の給食費について

改定します。 
コロナ禍における物価高騰等に直面する中で、これまでのどおりの栄養バランスや量を保っ

た学校給食を維持するために、物価高騰による一食単価の上昇分を基準に国の総合緊急対策を

踏まえて、引き続き交付されることとなった「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金」を活用し、保護者の負担を増やすことなく小・中学校の児童生徒分の給食費の助成を予

定しております。 

それに伴い、教職員等につきましては、１食単価の上昇分を加えたものを給食費とします。 
なお、令和５年度については、安全・安心な給食を維持するため、また、現在の情勢を踏ま

えて給食費を検討する必要があることから、次回、案を提示いたします。 
  

令和４年度改定案 

 資料２－２「中学校給食費取扱い基準（案）」 
 資料２－３「新旧対応表」 
 

教職員等の給食費算出方法 

令和３年４月の献立の食費（１食分）・・・３０３.７２円 
令和４年４月に同様の献立にした場合の食費（１食分）・・・３２０.０１円…① 
令和４年１０月に同様の献立にした場合の食費（１食分）・・・３３３．０１円…② 
差額（②－①）・・・１３．００円 

 
１３．００円×４７回（令和５年１月～３月）＝６１１．００円 
５，４６０円（現行）×３月（１～３月）＋６１１．００円＝１６，９９１．００円 
１６，９９１．００円÷３月≒５，６６３．６７円       月額５，６６０円 
 
１食単価３４０円（元単価３１０円+１回目物価高騰分２０円＋２回目物価高騰分１０円） 
 

（参考）中学校給食費の推移（案） 

 給食費 
 令和 4 年 4 月～ 

令和 4 年 6 月 
令和 4 月 7 月～ 
令和 4 年 12 月 

令和 5 年 1 月～ 
令和 5 年 3 月 

生徒 月額 5,200 円 
 
 
1 食単価 310 円  

月額 5,200 円 
（9月(8月の 4日分を

含める)は 6,440 円） 
1 食単価 310 円 

月額 5,200 円 
 
 
1 食単価 310 円 

教職員等 月額 5,200 円 
 
 
1 食単価 310 円 

月額 5,460 円 
（9月(8月の 4日分を

含める)は 6,780 円） 
1 食単価 330 円 

月額 5,460 円⇒5,660 円(案) 

1食単価 330円⇒340 円(案) 
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中学校給食費取扱い基準（案） 
 
１ 給食費 
（１）生徒の給食費 

月額／５，２００円（４月～７月、１０月～３月） 
    ６，４４０円（９月「８月の４日分を含める」） 
徴収・返金のための１食単価／３１０円 

（２）牛乳だけの給食 
適正な事由により、牛乳だけの給食を実施する場合は、牛乳代だけの金額とする。 
牛乳代（消費税を含む）×飲用した回数＝徴収額（１円未満切り捨て） 

（３）教職員等の給食費（令和４年７月から令和５年３月まで） 
   月額／5,460 円（7 月，10 月～12 月） 5,660 円（１月～３月） 
      6,780 円（9 月（8 月の 4 日分を含める）） 
   徴収・返金のための１食単価  330 円（7 月～12 月）、340 円（１月～３月） 
２ 転入・転出・欠食等の取扱い 
（１）転入の場合 
    転入した月は、1 食単価×喫食日数＝徴収額（月額を限度とする） 
    翌月から、月額を徴収。 
（２）転出の場合 
    月額―（１食単価×喫食日数）＝返金額 
（３） 長期欠席（不登校を含む）・出席停止の場合（連続６食以上） 

① １食単価×（休んで食べなかった食数―5 食）＝返金額（月額を限度とする） 
② 長期欠席後の喫食再開の場合は、転入と同様に計算する。 
上記以外の欠食については、給食費を還付することなく、食材に還元するものとする。 

※不登校の生徒については、学校が保護者の申し出に基づき保護者と相談のうえ、給

食を停止するか否かを含め、停止期日または停止期間を決定し、学校から共同調理

場へ「異動報告書」により報告するものとする。 
（４）学級閉鎖の場合 

減額しない。ただし、1 回の閉鎖措置日数が連続 6 日以上の場合は、長期欠席の取扱

いと同様に減額する。 
（５）牛乳停止の場合 
   アレルギー等の適正な理由により牛乳を飲用できない生徒に対しては牛乳代金を減

額する（教職員は全員飲用が原則）。牛乳代金の返金は、毎年度当初に埼玉県学校給

食会と契約した単価（1円未満切捨て）により積算した額とする。 
      なお、停止開始日は原則として異動報告書提出日の2日後からとする。 
（６）特別支援学級生徒の減額 
  特別支援学級の生徒が職場体験で給食を停止した場合は、停止期間の全日数を減額対

象とする。 
（７）3年生3月分給食費 
  3年生の3月分の給食費は、卒業式以降の給食回数分を差し引いた額を徴収する。 

（８）非常勤講師等（図書支援員、アッピ―スマイルサポーター等）の給食費 
非常勤講師等の給食費は、原則として喫食日数分を徴収する。ただし、月初めから月
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末まで常勤職員と同様の形態で勤務する場合は月額とする。 
（９）教育実習生等の給食費 
     教育実習生等の給食費は、１食単価×喫食日数＝徴収額とする。 

（10）ALTが休暇等を取得する場合、その者が月額で給食費を支払っている場合は代替の

人員からは給食費を徴収しない。 
 

この基準は平成２６年４月１日から施行する。 
この基準は令和４年４月１日から施行する。 
この基準は令和４年７月１日から施行する。 
この基準は令和５年１月１日から施行する。 

 



新旧対応表 
新 旧 

１ 給食費 
（１）生徒の給食費 

月額／5,200 円（4 月～7 月，10 月～3 月） 
    6,440 円（9 月（8 月の 4 日分を含める）） 
徴収・返金のための１食単価  310 円 

 
（２）牛乳だけの給食 

適正な事由により、牛乳だけの給食を実施する場合は、牛乳代 
だけの金額とする。 
牛乳代（消費税は含む）×飲用した回数＝徴収額（１円未満切 

り捨て） 
 

（３）教職員等の給食費（令和４年７月から令和５年３月まで） 
   月額／5,460 円（7 月，10 月～12 月）5,660 円（１月～３月） 
      6,780 円（9 月（8 月の 4 日分を含める）） 
   徴収・返金のための１食単価  330 円（7 月～12 月）、 

340 円（１月～３月） 
 

 

１ 給食費 
（１）月額／5,200 円（4 月～7 月，10 月～3 月） 

    6,440 円（9 月（8 月の 4 日分を含める）） 
徴収・返金のための１食単価  310 円 

 
 
（２）牛乳だけの給食 

適正な事由により、牛乳だけの給食を実施する場合は、牛乳代 
だけの金額とする。 
牛乳代（消費税は含む）×飲用した回数＝徴収額（１円未満切 

り捨て） 
 

（３）教職員等の給食費（令和４年７月から令和５年３月まで） 
   月額／5,460 円（7 月，10 月～３月） 
      6,780 円（9 月（8 月の 4 日分を含める）） 

徴収・返金のための１食単価 330 円 
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日 日

1 土 月 ① 木 ① 土 火 金 ① 日 水 ① 金 ① 月 元日 木 ① 金 ① 1

2 日 火 ② 金 ② 日 水 土 月 ① 木 ② 土 火 金 ② 土 2

3 月 水 憲法記念日 土 月 ① 木 日 火 ② 金 文化の日 日 水 土 日 3

4 火 木 みどりの日 日 火 ② 金 月 ② 水 ③ 土 月 ② 木 日 月 ② 4

5 水 金 こどもの日 月 ③ 水 ③ 土 火 ③ 木 ④ 日 火 ③ 金 月 ③ 火 ③ 5

6 木 土 火 ④ 木 ④ 日 水 ④ 金 ⑤ 月 ③ 水 ④ 土 火 ④ 水 ④ 6

7 金 日 水 ⑤ 金 ⑤ 月 木 ⑤ 土 火 ④ 木 ⑤ 日 水 ⑤ 木 ⑤ 7

8 土 月 ③ 木 ⑥ 土 火 金 ⑥ 日 水 ⑤ 金 ⑥ 月 成人の日 木 ⑥ 金 ⑥ 8

9 日 火 ④ 金 かがやキッズDAY 日 水 土 月 スポーツの日 木 ⑥ 土 火 3学期始業式 金 ⑦ 土 9

10 月
入学式
1学期始業式 水 ⑤ 土 月 ⑥ 木 日 火 ⑥ 金 ⑦ 日 水 給食開始日 ① 土 日 10

11 火 木 ⑥ 日 火 ⑦ 金 山の日 月 ⑦ 水 ⑦ 土 月 ⑦ 木 ② 日 建国記念の日 月 ⑦ 11

12 水 給食開始日 ① 金 ⑦ 月 ⑦ 水 ⑧ 土 火 ⑧ 木 ⑧ 日 火 ⑧ 金 ③ 月 振替休日 火 ⑧ 12

13 木 ② 土 火 ⑧ 木 ⑨ 日 水 ⑨ 金 ⑨ 月 ⑧ 水 ⑨ 土 火 ⑧ 水 ⑨ 13

14 金 ③ 日 水 ⑨ 金 ⑩ 月 木 ⑩ 土 火 県民の日 木 ⑩ 日 水 ⑨ 木 ⑩ 14

15 土 月 ⑧ 木 総合体育大会 土 火 金 ⑪ 日 水 ⑨ 金 ⑪ 月 ④ 木 ⑩ 金 15

16 日 火 ⑨ 金 総合体育大会 日 水 土 月 ⑩ 木 ⑩ 土 火 ⑤ 金 ⑪ 土 16

17 月 ④ 水 ⑩ 土 月 海の日 木 日 火 ⑪ 金 ⑪ 日 水 ⑥ 土 日 17

18 火 ⑤ 木 ⑪ 日 火 給食終了日 ⑪ 金 月 敬老の日 水 ⑫ 土 月 ⑫ 木 ⑦ 日 月 ⑪ 18

19 水 ⑥ 金 ⑫ 月 ⑩ 水 土 火 ⑫ 木 ⑬ 日 火 ⑬ 金 ⑧ 月 ⑫ 火 ⑫ 19

20 木 ⑦ 土 火 ⑪ 木 1学期終業式 日 水 ⑬ 金 ⑭ 月 ⑫ 水 給食終了日 ⑭ 土 火 ⑬ 水 春分の日 20

21 金 ⑧ 日 水 ⑫ 金 月 木 ⑭ 土 火 ⑬ 木 日 水 ⑭ 木 給食終了日 ⑬ 21

22 土 月 ⑬ 木 ⑬ 土 火 金 ⑮ 日 水 ⑭ 金 2学期終業式 月 ⑨ 木 ⑮ 金 22

23 日 火 ⑭ 金 ⑭ 日 水 土 秋分の日 月 ⑮ 木 勤労感謝の日 土 火 ⑩ 金 天皇誕生日 土 23

24 月 ⑨ 水 ⑮ 土 月 木 日 火 ⑯ 金 ⑮ 日 水 ⑪ 土 日 24

25 火 ⑩ 木 ⑯ 日 火 金 2学期始業式 月 ⑯ 水 ⑰ 土 月 木 ⑫ 日 月 25

26 水 ⑪ 金 ⑰ 月 ⑮ 水 土 火 ⑰ 木 ⑱ 日 火 金 ⑬ 月 ⑯ 火 3学期修了式 26

27 木 ⑫ 土 火 ⑯ 木 日 水 ⑱ 金 ⑲ 月 ⑯ 水 土 火 ⑰ 水 27

28 金 ⑬ 日 水 ⑰ 金 月 給食開始 ① 木 新人体育大会 土 火 ⑰ 木 日 水 ⑱ 木 28

29 土 昭和の日 月 ⑱ 木 ⑱ 土 火 ② 金 新人体育大会 日 水 ⑱ 金 月 ⑭ 木 ⑲ 金 29

30 日 火 ⑲ 金 ⑲ 日 水 ③ 土 月 ⑳ 木 ⑲ 土 火 ⑮ 土 30

31 水 ⑳ 月 木 ④ 火 ㉑ 日 水 ⑯ 日 31
給食
回数

合計
187回

　※従来通りで実施した場合（年度計１８７回）

令和5年度　　 中　学　校　給　食　実　施　計　画　表（案１）　 　　
8　　月

19回 16回 19回14回

10　　月 11　　月 12　　月

13回 20回 19回 11回

4　　月 5　　月 7　　月6　　月 3 　　月1　　月 2 　　月

21回 13回

卒業証書授与式

9　　月

　※総合体育大会・市内新人大会・卒業証書授与式については、給食の実施なし。

4回 18回
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日 日

1 土 月 ① 木 ① 土 火 金 ① 日 水 ① 金 ① 月 元日 木 ① 金 ① 1

2 日 火 ② 金 ② 日 水 土 月 ① 木 ② 土 火 金 ② 土 2

3 月 水 憲法記念日 土 月 ① 木 日 火 ② 金 文化の日 日 水 土 日 3

4 火 木 みどりの日 日 火 ② 金 月 ② 水 ③ 土 月 ② 木 日 月 ② 4

5 水 金 こどもの日 月 ③ 水 ③ 土 火 ③ 木 ④ 日 火 ③ 金 月 ③ 火 ③ 5

6 木 土 火 ④ 木 ④ 日 水 ④ 金 ⑤ 月 ③ 水 ④ 土 火 ④ 水 ④ 6

7 金 日 水 ⑤ 金 ⑤ 月 木 ⑤ 土 火 ④ 木 ⑤ 日 水 ⑤ 木 ⑤ 7

8 土 月 ③ 木 ⑥ 土 火 金 ⑥ 日 水 ⑤ 金 ⑥ 月 成人の日 木 ⑥ 金 ⑥ 8

9 日 火 ④ 金 かがやキッズDAY 日 水 土 月 スポーツの日 木 ⑥ 土 火 3学期始業式 金 ⑦ 土 9

10 月
入学式
1学期始業式 水 ⑤ 土 月 ⑥ 木 日 火 ⑥ 金 ⑦ 日 水 給食開始日 ① 土 日 10

11 火 木 ⑥ 日 火 ⑦ 金 山の日 月 ⑦ 水 ⑦ 土 月 ⑦ 木 ② 日 建国記念の日 月 ⑦ 11

12 水 給食開始日 ① 金 ⑦ 月 ⑦ 水 ⑧ 土 火 ⑧ 木 ⑧ 日 火 ⑧ 金 ③ 月 振替休日 火 ⑧ 12

13 木 ② 土 火 ⑧ 木 ⑨ 日 水 ⑨ 金 ⑨ 月 ⑧ 水 ⑨ 土 火 ⑧ 水 ⑨ 13

14 金 ③ 日 水 ⑨ 金 給食終了日 ⑩ 月 木 ⑩ 土 火 県民の日 木 ⑩ 日 水 ⑨ 木 ⑩ 14

15 土 月 ⑧ 木 総合体育大会 土 火 金 ⑪ 日 水 ⑨ 金 ⑪ 月 ④ 木 ⑩ 金 15

16 日 火 ⑨ 金 総合体育大会 日 水 土 月 ⑩ 木 ⑩ 土 火 ⑤ 金 ⑪ 土 16

17 月 ④ 水 ⑩ 土 月 海の日 木 日 火 ⑪ 金 ⑪ 日 水 ⑥ 土 日 17

18 火 ⑤ 木 ⑪ 日 火 金 月 敬老の日 水 ⑫ 土 月 ⑫ 木 ⑦ 日 月 ⑪ 18

19 水 ⑥ 金 ⑫ 月 ⑩ 水 土 火 ⑫ 木 ⑬ 日 火 給食終了日 ⑬ 金 ⑧ 月 ⑫ 火 給食終了日 ⑫ 19

20 木 ⑦ 土 火 ⑪ 木 1学期終業式 日 水 ⑬ 金 ⑭ 月 ⑫ 水 土 火 ⑬ 水 春分の日 20

21 金 ⑧ 日 水 ⑫ 金 月 木 ⑭ 土 火 ⑬ 木 日 水 ⑭ 木 21

22 土 月 ⑬ 木 ⑬ 土 火 金 ⑮ 日 水 ⑭ 金 2学期終業式 月 ⑨ 木 ⑮ 金 22

23 日 火 ⑭ 金 ⑭ 日 水 土 秋分の日 月 ⑮ 木 勤労感謝の日 土 火 ⑩ 金 天皇誕生日 土 23

24 月 ⑨ 水 ⑮ 土 月 木 日 火 ⑯ 金 ⑮ 日 水 ⑪ 土 日 24

25 火 ⑩ 木 ⑯ 日 火 金 2学期始業式 月 ⑯ 水 ⑰ 土 月 木 ⑫ 日 月 25

26 水 ⑪ 金 ⑰ 月 ⑮ 水 土 火 ⑰ 木 ⑱ 日 火 金 ⑬ 月 ⑯ 火 3学期修了式 26

27 木 ⑫ 土 火 ⑯ 木 日 水 ⑱ 金 ⑲ 月 ⑯ 水 土 火 ⑰ 水 27

28 金 ⑬ 日 水 ⑰ 金 月 給食開始 ① 木 新人体育大会 土 火 ⑰ 木 日 水 ⑱ 木 28

29 土 昭和の日 月 ⑱ 木 ⑱ 土 火 ② 金 新人体育大会 日 水 ⑱ 金 月 ⑭ 木 ⑲ 金 29

30 日 火 ⑲ 金 ⑲ 日 水 ③ 土 月 ⑳ 木 ⑲ 土 火 ⑮ 土 30

31 水 ⑳ 月 木 ④ 火 ㉑ 日 水 ⑯ 日 31
給食
回数

合計
184回

　※各学期末１回の計３回減らしたもの（年度計１８４回）
　※総合体育大会・市内新人大会・卒業証書授与式については、給食の実施なし。

21回 19回 13回 16回 19回 12回13回 20回 19回 10回 4回 18回

1　　月 2 　　月 3 　　月

卒業証書授与式

令和5年度　　 中　学　校　給　食　実　施　計　画　表（案２）　 　　
4　　月 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
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自校方式 センター方式

説明 説明

親子方式 センター＆サテライト方式

説明 説明

※日本で上尾市が唯一採用している

　　センター

　近隣の小・中学校の給食も一校で一括調理
してトラックで運搬する。

各提供方式の説明

親

　　子

　　子

センター

　学校内に給食室があり、学校単位で給食を調理
し、提供する。

　複数校の給食をセンターで一括調理して、
トラックで各学校へ運搬する。

　センターで主食・主菜を調理し各学校へ配送、
各学校にあるサテライト調理場で副菜・汁物を調
理している。

各学校
(サテライト調理場)

 各教室
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各給食提供方式のメリット・デメリット用語説明 

 

 

衛生管理基準・・・・・・・・・文部科学省の定める学校給食施設・調理に関する基準を定めたもの。 

             衛生管理基準の内容一例 

              ・ドライシステムの導入 

              ・汚染区域・非汚染区域の部屋分け 

              ・空調設備の設置 

              ・温水対応の手洗い場の設置        等 

 

調理後 2 時間以内での喫食・・・厚生労働省の定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に      

            「調理後の食品は、調理終了後から 2時間以内に喫食することが

望ましい」と記載されており、衛生管理等の観点から 2 時間以

内での喫食を推奨している。 

 

初期費用・・・・・・・・・・・給食施設(配膳室含む)の建設費、厨房機器の購入費等の費用。 

 

ランニングコスト・・・・・・・給食調理にかかる人件費、光熱水費と厨房機器・施設修繕費。 

                              (自校方式以外配送費が含まれる。) 

 

調理施設整備・・・・・・・・・・センター方式の場合、大量調理を行うため、 初に出来上がっ

たものと 後に出来上がったもので大きく時間差が生じてし

まう。そのため、 初に出来上がった調理品と 後に出来上が

ったものとで調理後から喫食までに時間差が生じてしまい、味

や温度等に影響がでてしまう。この時間差を短縮するため、調

理機器の処理性能や台数を増やすなど対策が必要となる。 

 

校舎更新に影響・・・・・・・・・上尾市教育委員会で学校施設更新計画基本計画の小・中学校施

設の老朽化にともなう更新のため学校全体の建替え等を検討

している。その一環で給食施設も更新の対象となる。既存の給

食施設を衛生管理基準に適した施設に更新した場合、提供方式

よって増築が必要となる。その増築分の面積を校舎内で捻出し

なくてはならず、学校施設更新のレイアウト等に影響を与えて

しまう。 
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センター数 配送校数 校数 組数

1 さいたま市
162

2 川口市
29 3 49

3 鴻巣市
18 1 9

4 上尾市

5 草加市
32

6 蕨市
1 10

7 戸田市
10 1 8

8 朝霞市
3 2 17

9 志木市
12

10 和光市
12

11 新座市
23

12 桶川市
11

13 北本市
11

14 伊奈町
1 7

15 川越市
3 55

16 所沢市
12 2 29 6 3

17 飯能市
10 4 9 2 1

18 東松山市
1 8

19 狭山市
3 31

20 入間市
16 1 11

21 富士見市
1 17

埼玉県内市町村給食提供方式採用状況

No 市町村

採用方式

自校方式
(校数)

センター方式 親子方式
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センター数 配送校数 校数 組数

22 坂戸市
19

23 鶴ヶ島市
1 13

24 日高市
1 12

25 ふじみ野市
2 19

26 三芳町
1 8

27 毛呂山町
1 6

28 越生町
1 2 1

29 滑川町 — — — — — 完全民間委託

30 嵐山町
1 5

31 小川町
1 8

32 川島町
1 6

33 吉見町
1 7

34 鳩山町
1 4

35 ときがわ町
1 5

36 東秩父村
1 2

37 熊谷市
11 2 34

38 秩父市
5 22

39 本庄・上里
1 10

39 本庄市(旧児玉)
5

40 深谷市
29

41 横瀬町
1 2

No 市町村

採用方式

自校方式
(校数)

センター方式 親子方式



センター数 配送校数 校数 組数

42 皆野町
1 4

43 長瀞町
1 3

44
小鹿野町

1 5

45
美里町

4

46
神川町

1 5

48
寄居町

1 5

49
行田市

1 21

50
加須市

3 30

51
春日部市

27 1 7

52
羽生市

1 14

53
越谷市

3 44

54
久喜市

1 31

55
八潮市 — — — — — 完全民間委託

56
三郷市

3 27

57
蓮田市

13

58
幸手市

12

59
吉川市

1 12

60
白岡市

10

61
宮代町

1 7

62
杉戸町

1 5

63
松伏町

1 5

No 市町村

採用方式

自校方式
(校数)

センター方式 親子方式



市内小学校 市内中学校

項目 自校方式 センター＆サテライト方式 センター方式 親子方式

安全・衛生面

調理施設が各校にあるため、学校間で衛生管理に差が
生じる。

各校にサテライト調理施設があるため、学校間の衛生
管理に差が生じる。

複数校分を一括調理するため、一元管理ができ、衛生
管理の徹底を行いやすい。

調理施設が複数校にあるため、学校間の衛生管理に差
が生じる。

・各校の調理施設で調理するため、食中毒等が発生し
た場合の被害規模が も小さい。

・複数校分の調理を一括で行うため、食中毒等の発生
時の被害規模が も大きい。

・複数校分の調理を一括で行うため、食中毒等の発生
時の被害規模が も大きい。

・2～3校の調理を一括で行うため、食中毒等の発生時
の被害規模が自校方式より大きい。

・各校に調理施設があるため、配膳にかかる時間が少
なく、調理後2時間以内での喫食を行いやすい。

・主食・主菜においてはセンターからの配送が必要と
なるため、調理後2時間以内での喫食を達成する上で
制約がある。

・センターから各校へ配送が必要となるため、調理後
2時間以内での喫食を達成するためには、調理施設整
備等が必要となる。

・子校に配送をする必要があるが、近隣校のため、自
校方式に近い給食提供ができる。

提供温度

各校に調理施設があるため、給食の時間にあわせた給
食提供となり、 も適温による給食提供が行える。

センターで調理する主食・主菜の配送を行うため保温
性の高い食缶等の工夫をする必要がある。

センターから配送を行うため保温性の高い食缶を導入
する等の工夫をする必要がある。

配送が必要となるため、自校方式よりも調理時間の制
約がある。

・各校に栄養教諭等を配置していることから、食育指
導等を細やかに行える。

・栄養教諭等による適切な食育の指導を行える。 ・栄養教諭等による適切な食育の指導を行える。 ・栄養教諭等による適切な食育の指導を行える。

・調理施設から校舎内に調理中のにおいや、音、調理
員がいることで、児童生徒が身近に給食を感じること
ができる。

・サテライト調理室から校舎内、調理中のにおいや、
音、調理員がいることで、児童生徒が身近に給食を感
じることができる。

・調理施設が校舎内にないため、給食調理を身近に感
じることができない。

・子校には調理施設がないため、給食調理を身近に感
じることができない。

コスト

も多くの人員と給食施設を必要とするため、初期費
用、ランニングコストが大きい。

センターの他に各校のサテライト調理場でも調理を行
うために、多くの調理員を必要とすることから、初期
費用、ランニングコストが大きい。

一括調理を行うため、 も少ない人員と給食施設で運
営することができ、初期費用、ランニングコストが
も小さい。

親校が2～3校分の給食調理を一括で行うため、自校方
式よりも少ない初期費用、ランニングコストで給食運
営を行える。(組み合わせる学校規模により異なる)

人員確保

多くの人員を必要とするため、人員確保が困難であ
り、給食運営が不安定になりやすい。(現在調理員の
欠員が続いている)
※感染症等による調理員の欠勤等があり、簡単給

食や給食停止の対応行った。

民間委託での運営のため、調理員の確保や人事管理を
一括で委託でき、安定した運営を行える。

一括調理であるため、作業効率が良く、少ない人員で
調理を行うことから、人員の確保をしやすい。

親校が2～3校分の給食調理を一括で行うため、自校方
式よりも少ない調理員で運営を行えるため安定した運
営を行いやすい。

作業効率

各校の調理施設で調理するため、調理員が複数の作業
を行う必要があり、センター方式と比較すると多くの
人員が必要で、作業効率が低い。

センターでは調理を集約化できているが、サテライト
調理場で多くの調理員を必要としているため、非効率
になっている。

調理を集約化できることから、少ない人員で調理を行
えるため、 も作業効率がよい。

2～3校分の給食調理を集約化できるため、自校方式よ
りも作業効率がよい。

校舎への
影響

現行の衛生管理基準に適合するため、増築が必要とな
り、校舎更新に影響(校舎建て替え時のレイアウト等)
がある。

現行の衛生管理基準に適合するため、増築が必要とな
り校舎更新に影響がある。

校舎内に調理場がないため、校舎更新への影響(校舎
建て替え時のレイアウト等)がない。

親校に給食施設の大幅な増築が必要となり、校舎更新
に大きな影響(校舎建て替え時のレイアウト等)を与え
てしまう。

※栄養教諭等の配置基準（国の配置基準である「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」による）

自校方式 センター＆サテライト方式 センター方式 親子方式

内容
調理場がある学校に以下の基準で配置
・⽣徒数550⼈未満の学校：4校に1⼈
・⽣徒数550⼈以上の学校：1⼈

給⾷センターに以下の基準で配置
・⽣徒数1,500⼈以下：1⼈
・⽣徒数1,500⼈〜6,000⼈：2⼈
・⽣徒数6,001⼈以上：3⼈

給⾷センターに以下の基準で配置
・⽣徒数1,500⼈以下：1⼈
・⽣徒数1,500⼈〜6,000⼈：2⼈
・⽣徒数6,001⼈以上：3⼈

調理場がある親校のみに以下の基準で配置されるが、⼦校には
配置なし
・⽣徒数550⼈未満の学校：4校に1⼈
・⽣徒数550⼈以上の学校：1⼈

リスク

各給食提供方式のメリット・デメリット

食育

　各給食提供方式におけるメリット・デメリットを表に示します。

　(塗りつぶしをしている箇所がデメリットになります。)

資料４－４
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単位(億円)

① ② ③

98.7 90.7 96.3

71.8 60.5 74.9

26.8 19.0 21.4

ー 1.1 ー

ー 10.2 ー

462.8 422.3 440.0
人件費 5.5 4.6 5.8

配膳費(人件費) ー 0.7 ー

水光熱費 1.5 1.2 1.3

配送費 0.4 0.7  ー

建築・設備保守 0.4 0.3 0.4

建築・設備修繕 0.6 0.5 0.6

厨房機器修繕 0.8 0.6 0.7

561.5 513.0 536.3

※上記シュミレーションでは用地費用は含まず。

※千万未満四捨五入(小計、内訳に差異が生じる。)

自校方式

給食提供方式別概算費用

自校方式（小学校)
センター＆サテライト方式

(中学校)(1センター)

センター方式
(3センター)

運営・維持費小計
(50年間)

内訳
(年間)

運営費
(年間)

維持費
(年間)

大項目 項　目

運営・維持費
(50年間)
　【B】

初期投資+維持運営費
(50年間)

【A】+【B】

初期投資
【A】

内訳

受け入れ建設費

初期投資小計

建築費

厨房機器

受け入れ設備費

初期投資+維持運営費
(50年間)
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単位(千円) 単位(千円)

小規模校 + 中規模校 ・・・ 〇 小規模校 + 中規模校 + 中規模校 ・・・ 〇

提供方式 学校名 喫食者数 総コスト 提供方式 学校名 喫食者数 総コスト

A校 約400人(小規模) 1,521,072 G校 約300人(小規模) 1,226,888

B校 約500人(中規模) 1,516,512 H校 約500人(中規模) 1,693,096

合　計 約900人 3,037,584 I校 約600人(中規模) 1,708,768

↓ 合　計 約1400人 4,628,752

親子方式 A+B校 約900人 2,704,070 ↓

親子方式 G+H+I校 約1500人 3,900,420

中規模校 + 中規模校 + 中規模校 ・・・ 〇
提供方式 学校名 喫食者数 総コスト

C校 約400人(小規模) 1,438,392 提供方式 学校名 喫食者数 総コスト

D校 約700人(大規模) 1,969,712 J校 約500人(中規模) 1,608,096

合　計 約1100人 3,408,104 K校 約500人(中規模) 1,693,096

↓ L校 約600人(中規模) 1,697,320

親子方式 C+D校 約1100人 3,180,038 合　計 約1600人 4,998,512

↓

親子方式 J+K+L校 約1600人 4,270,732

提供方式 学校名 喫食者数 総コスト 小規模校 + 小規模校 + 大規模校 ・・・ 〇
E校 約600人(中規模) 1,788,904 提供方式 学校名 喫食者数 総コスト

F校 約700人(大規模) 1,884,712 M校 約200人(小規模) 1,226,888

合　計 約1300人 3,673,616 N校 約200人(小規模) 1,152,476

↓ O校 約900人(大規模) 2,267,800

親子方式 E+F校 約1300人 3,787,350 合　計 約1600人 4,647,164

↓

親子方式 J+K+L校 約1600人 3,860,420

中規模校 + 大規模校 + 大規模校 ・・・ ×
提供方式 学校名 喫食者数 総コスト

P校 約600人(中規模) 1,788,904

Q校 約700人(大規模) 1,978,312

R校 約800人(大規模) 2,076,256

合　計 約2100人 5,843,472

↓

親子方式 P+Q+R校 約2100人 5,841,668

単位(千円)

喫食者数※ 人件費(年間)

893人 21,900

495人 16,800

169人 15,100

※2030年の児童と教職員の合算人数

親子方式のコストについて

学校規模校基準

喫食者数400人以下の学校を小規模校とする

喫食者数401人～600人の学校を中規模校とする

喫食者数601人以上の学校を大規模校とする

－7億2,800万円

     (15.7％減)

－7億2,800万円

     (14.6％減)

－7億8,700万円

学校名(規模)

大規模校

小規模校

中規模校

まとめ
　小規模校、中規模校の順に親子方式を採用することが人件費等の削減効果が大きい。しかし、大規模校に採用すると人件費等の削減効果を減少させてし
まう。
  人件費の削減額が約8割を占め、総コストに大きく影響おり、効率のよい調理体制が削減効果を生むポイントとなる。

(参考)

　自校方式における喫食者1人あたりの給食調理にかかる人件費コスト比較(大・中・小規模校)

     (16.9%減)

+200万円

     (0％増)

自校方式

喫食者1人あたり
の

給食調理にかかる
コスト(年間)

24.5

33.9

89.3

△

－3億3,400万円

(11％減)

－2億2,800万円

(6.7％減)

+1億1,400万円

(3.0％増)

自校方式

自校方式

自校方式

自校方式

自校方式

2校の場合(ランニングコスト50年間含む) 3校の場合(ランニングコスト50年間含む)

大規模校 ・・・ ×

自校方式

中規模校

小規模校 + 大規模校 ・・・

+
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委員A

・センター＆サテライト方式の給食提供が行われていることは、効率的な作業がで

き、あたたかい給食提供もできていてよい方式である。

・それでも自校方式の安心感はその上をいくものである。

・発言でも示させていただいたが、災害があった場合の避難場所としての食材提供の

場にもなりえることから、各学校で環境を整えてもらえると有難い。

・市としてどのように考えるかが大切なことだと思いますので、慎重な審議をお願い

します。

委員B

今回の会議であった通り、コスト面をおいて、味や災害時の利用、栄養士がいる安心

感を考えると是非自校方式で進めていただきたいと思いました。

・今回のコロナで体験したことから、授業時間を確保するために給食の時間を移動さ

せることができませんでした。自校方式ならばその点も対応可能なのかなと思いまし

た。

委員C

・自校方式の小学校給食からセンター＆サテライト方式の中学校給食への移行が、セ

ンターだからまずいと思い込んでいる生徒さんも多いのかもしれません。

・食育や栄養指導で減塩などの味付けについての指導なども充実させてはどうかと思

いました。

・どの方式であっても衛生管理マニュアルに沿った調理ができるよう調理職員の指導

が大切です。

委員D

・コストやリスク面を考えると難しいなと感じた。

・子ども達の食育や実態を考えると、自校やサテライトの方が子どものためになるの

かなと感じました。

・災害に備えた自校方式は、なるほどなと感じました。もしもの場合に、大量調理が

できるようにしておくのは大事だと思います。

委員E

・どうしてもコスト面等の問題があるかと思いますが、子どものこと（健康・美味し

さ）を考えると自校式がいいなと感じます。小学校では自校方式を採用していて、中

学校ではセンター＆サテライト方式で子どもとしても戸惑いがあったりすると思いま

す。実際に美味しさが違うとの声があがっています。

・もし、今後提供方式について考える場があれば、生徒や教員の声を更にくんでも良

いのかなと思います。

委員F

・アンケートでおいしさ面で自校が勝る。費用面比較からも自校が良いと感じる。

・完全委託はメリットよりデメリットが大きいかもしれないが比較した方がよい。

・自校方式なら学校施設更新に影響を与えないので良い。その点親子方式は複雑すぎ

る。

委員G

・自校方式の方が個人的には良いと思っています。コストはかかるがメリットになる

部分が多いと思います。

・自校、センター、センター＆サテライトの３つのコストはあまり変わりないので、

自校がよいのではと思います。

給食提供方式アンケート調査結果（第４回運営委員会終了後実施）


